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平成 26 年 9 月 

 

設置者・園長  様 

 

全日本私立幼稚園連合会 

政策委員長    坪井 久也 

 経営研究委員長  橋本 幸雄 

認定こども園委員長  森迫 建博 

 

「子ども・子育て支援新制度」 

保護者向けパンフレット等について 

 

平素、幼児教育及び私立幼稚園・認定こども園に対し深いご理解と暖かいご支援を賜

り、心より感謝申し上げます。 

さて、いよいよ来年度からの新制度施行が迫ってまいりました。各園におかれまして

は、現行の私学助成から幼保連携型認定こども園まで、どのように対応するかの意向調

査が行われ確認作業等、何かとお忙しいことかと存じます。そのような意向も踏まえて、

新制度の下で来年度の入園説明会等が今までとは違った内容となるなど、何かとご苦労

されているかとご推察いたします。 

そこでこのたび、同封の「パンフレット／子ども・子育て支援新制度」等を作成いた

しました。内閣府が作成した「すくすくジャパン」保護者向け、あるいは各区市町村が

作成したパンフレット等、様々あるかと承知しておりますが、このたび同封の全日私幼

連版を作成し、ご送付申し上げます。ご活用していただければ幸いです。 

 

同封内容は 

① 平成 27 年度 春スタート！ 「子ども・子育て支援新制度」について 

② 平成 27 年度 入園希望の保護者の皆様へ（新制度の移行しない幼稚園用） 

③ 子ども・子育て支援新制度における利用者負担額の設定について 

④ 「子ども・子育て支援新制度」についての保護者向けパンフレット 

～活用に当たっての留意事項～ 

⑤ ～データ出力の手引き～ 

※貴園の移行状況により、本資料を選択しご使用ください。また、上記資料は全日本私

立幼稚園連合会ホームページからダウンロードできますのでご活用ください。 
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平成 26 年 9 月〇日 

～ 平成 27 年度入園希望の保護者の皆様へ ～ 

 

子ども・子育て支援新制度は、さまざまな課題が解決されないまま、来年４月からスタ

ートします。当園は、これまでの特色ある幼児教育を守り、継続したいという思いから、 

現行制度の幼稚園として残ることになりましたのでお知らせ致します。 

 

 

 

 

Ｑ 何故、新制度に移行しないのですか？ 

Ａ 新制度においては補助金制度の在り方や受け入れる園児の年齢等により、施設型給付を受け

る幼稚園、認定こども園、私学助成を受ける現行のままの幼稚園とに分かれますが、いずれ

の幼稚園においても幼児教育の充実・発展を目指して取り組むことに変わりはありません。 

  ただ、新制度においては、保育を必要とするお子さんで施設利用のための２号認定を受ける

と原則として幼稚園に入園できませんし、保育所と同様、市町村による施設の斡旋が行われ、

保護者が希望する施設に入れない場合があります。 

  当幼稚園はこれまで通りの園児受入れの方針ですので、施設利用のための市町村の認定は必

要なく、保育を必要とするお子さんにはこれまで通り預かり保育を行うなど、現行のままの

幼稚園として取り組みます。 

 

Ｑ 従来の幼稚園と新制度の認定こども園とで保護者負担額は異なるのですか？ 

Ａ 補助金制度が、私学助成を受ける幼稚園と施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園とに分

かれます。 

新制度では保護者負担額は市町村の決定事項で、保護者の所得により一人一人の保育料が

異なります。 

  入園金や保育料は、当園は新制度に移行しない幼稚園となりますので、これまでと変わりは

ありません。 

 

Ｑ 入園料はどうなりますか？ 

Ａ 当園は、これまでと同じです。○月の入園許可の時点で納付していただきます。原則、返金

は致しません。 

 

Ｑ 保育料はどうなりますか？ 

Ａ これまでと同じです。園で決めた保育料を毎月納付していただきます。 

  これまでの就園奨励費や保育料の多子世帯減免の保護者負担軽減の制度は継続され、５歳児

の無償化も所得制限ありで実施される予定です。 

 

Ｑ 他市区町村の私立幼稚園に入園できますか？ 

Ａ これまでと同じです。区域の制限はありません。 

 

Ｑ 入園手続きで注意すべき点がありますか？ 

Ａ 私立幼稚園が、新制度に移行しない私立幼稚園・新制度に移行する幼稚園・新制度の認定こ

ども園に分かれますので、家庭の事情で選択することになりますが、当幼稚園は新制度によ

る施設利用のための認定の必要がありません。共働きで保育が必要なお子さんは今まで通り

預かり保育制度を利用することができます。 

 

 

〇当幼稚園は、当面新制度に移行しません。 

○建学の精神を大切にし、幼児教育の充実に努めます。 

〇園児募集は昨年同様の手続きとなります。 

幼稚園名 
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